
秋田市告示第210号 

 

 生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第１項および同条第５

項において準用する同法第50条の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進

並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する

法律（平成６年法律第30号）第14条第４項においてその例による場合を含

む。）の規定に基づき、介護扶助および介護支援給付のための介護を担当

させる機関を次のとおり指定し、休止し、廃止し、および変更したので、

生活保護法第55条の３の規定により告示する。 

 

  令和８年６月４日 

 

                秋田市長 沼 谷   純      

 

１ 指定 

事業所名称 所 在 地 指定年月日 

訪問介護事業所 ばっ

け 

秋田市広面字樋ノ沖23番地

２ 
令和８年４月１日 

ひかり居宅介護支援セ

ンター 
秋田市桜二丁目17番30号  令和８年４月１日 

ケアハウススマートラ

イフ中通 

秋田市中通一丁目４番４－

401号 
令和８年４月１日 

みそのホーム認知症対

応型通所介護 

秋田市寺内蛭根二丁目６番

34号 
令和８年４月１日 

２ 休止 

事業所名称 所 在 地 休止年月日 

ごしょのの森 
秋田市四ツ小屋末戸松本字

地蔵田266番地 
令和８年３月31日 



３ 廃止 

事業所名称 所 在 地 廃止年月日 

割山ホームヘルパース

テーション 
秋田市新屋勝平町３番21号 令和８年４月30日 

みそのホームデイサー

ビスセンター 

秋田市寺内蛭根二丁目６番

34号 
令和８年３月31日 

幸楽園訪問介護ステー

ション 

秋田市上新城中字片野４番

地 
令和８年３月31日 

４ 変更 

事業所名称 所 在 地 変更年月日 

稲庭クリニック介護

支援センター 

旧 秋田市南通亀の町２番21号 

令和８年５月１日 

新 秋田市南通宮田15番44号  

南寿園居宅介護支援

事業所 

旧 
秋田市上北手猿田字後谷地

108番地３ 
令和８年４月１日 

新 
秋田市牛島東三丁目９番１

号 

桜の香りケアプラン 

旧 
秋田市牛島西三丁目４番16

号 
令和８年３月23日 

新 
秋田市泉南三丁目20番19号

ＡＭＹ泉南Ａ 

 

 


